
 

令和３令和３令和３令和３年度年度年度年度    第第第第２２２２回回回回    菰野町入札監視委員会菰野町入札監視委員会菰野町入札監視委員会菰野町入札監視委員会    議事概要議事概要議事概要議事概要    

開催日及び開催場所 令和４年３月 29 日  庁舎３階 303 会議室 

出席者氏名 委 員 長 山本 哲士 

委   員 澤田  博 

委   員 武藤 隆夫 

審議対象期間 令和３年９月１日 ～ 令和４年１月 31 日 

抽出案件 ４件 

報告事項 ○発注工事について 

○指名停止等の運用状況について 

審議事項 ○抽出事案について 

・特定環境保全公共下水道事業 北部第8汚水管渠布設工事3-12工区 

・下水道事業に伴う北部第８・2-4工区他本設工事 

・大羽根町営住宅(S46年棟･S52年棟)解体工事 

・菰野町斎場火葬炉設備修繕工事 

質問・意見  

１１１１    発注工事及び発注工事及び発注工事及び発注工事及び指名停止等の運用状況について指名停止等の運用状況について指名停止等の運用状況について指名停止等の運用状況について    

    

（契約状況について） 

委 員：解体工事を発注していますが、設計にあたり事前に見積書を徴取していま

すか。 

事務局：一部、参考として徴取することはありますが、工事の設計については担当

者が行っております。 

 

（指名停止等の運用状況について） 

委 員：指名停止期間終了後の措置について教えてください。 

事務局：指名停止期間を経た後、入札等に参加出来ないといった措置はありません。

停止期間中のみ入札等に参加出来ないという扱いになっております。基本

的に、これらの取扱い等は三重県の指名停止に関する運用に準じておりま

す。 

委 員：指名停止は、どのように適用しているのでしょうか。 

事務局：町の措置基準（菰野町建設工事等指名（入札参加資格）停止措置要領）

に基づいて適用内容を決定しております。当町で発生した案件以外のもの

については、案件が発生した自治体等での適用内容を考慮して審査してお

ります。    

    

２２２２    抽出事案について抽出事案について抽出事案について抽出事案について    

    

（特定環境保全公共下水道事業 北部第8汚水管渠布設工事3-12工区） 

委 員：この工事は完成していますか。変更があれば内容の説明をお願いします。 

担当課：工事はすでに完成しており、主な変更内容は、追加でコンクリートの処分



 

を行ったことや残土の処分に関するものです。 

委 員：この入札で無効となっている業者があるが、その理由を教えてください。 

事務局：同一入札日における同一発注区分では１案件しか落札出来ない運用として

おり、これらの無効はその運用によるものです。 

 

（下水道事業に伴う北部第８・2-4工区他本設工事） 

委 員：中間前金払については、契約書等に記載がありますか。 

事務局：契約書に金額の記載があります。また、その取扱いについては約款に記載

されておりますので、その規定に基づき取り扱われます。 

委 員：中間前金払は受注者の請求によって行われるのですか。 

事務局：受注者の請求に基づいて支払われます。 

委 員：この制度は、業者の資金面に配慮した趣旨のものということですか。また、

適用条件等はありますか。 

事務局：そのとおりです。また、対象となるのは請負代金額が１件 300 万円以上の

工事となっております。 

 

（大羽根町営住宅(S46年棟･S52年棟)解体工事） 

委 員：解体工事を町が発注する場合、標準的な歩掛や単価といったものはありま

すか。 

担当課：公共工事で使用されている標準的な歩掛や単価を適用しており、それらに

基づいて設計、積算しております。 

委 員：解体に至るまでの経緯を教えてください。 

担当課：老朽化の状況や維持管理面でのコスト、入居者の状況等を考慮し、解体に

至りました。 

 

（菰野町斎場火葬炉設備修繕工事） 

委 員：火葬炉はいくつありますか。また、炉内部の状態は本工事において確認し

ていますか。 

担当課：人体用としては３炉あります。工事については、炉を全て取り替えるので

はなく、各炉を部分的に補修する内容ですが、３炉同時に停止して施工す

ることは斎場の運用上出来ないため、稼働状況に配慮しながら順次、施工

しました。また、炉内部の状態については、実際に中に入って確認してお

ります。 

委 員：特許技術等は使われていますか。 

担当課：はい。 

 

３３３３    その他その他その他その他    

 

事務局：行政手続きにおけるデジタル化の推進方針により、当町においても申請書

や届出等の押印見直しがなされました。そのため、入札や契約関係の各様

式で押印欄の廃止を行います。ただし、法律で押印が引き続き義務付けら

れているもの、本人性の担保が必要なものや手続きの重要度が高く、虚偽

の届出等があった場合に回復困難な権利侵害が生じる等のおそれがあると



 

判断したものとして、契約書や入札書、見積書といった最低限のものにつ

いては、引き続き押印を求めることとします。なお、改正内容については、

次回以降の会議で共有させていただきます。    

 

会議資料 

・発注工事総括表、入札方式別発注工事一覧表、指名停止等の運用状況一覧表 

・各抽出事案の競争入札結果表、施工場所位置図、工事台帳 

 


